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第 2期個別施設計画の策定予定について 

 

１，スケジュールについて 

 

 ・第 1期個別施設計画の計画期間は、令和 3年度～令和 8年度 

 ・令和 7年度と令和 8年度の 2 か年かけて、個々の施設の改修や建替え、除却等の取組みを整理し、

現状や費用見込みを示した第 2期個別施設計画（令和 9年度～令和 18 年度）を策定 

 ・第 2期個別施設計画の内容は、令和 9年度中に改訂を予定する公共施設等総合管理計画へ反映 

 （学校や市営住宅等の独自の個別施設計画についても管理計画へ反映） 

 

 

２．老朽化施設の方向性の整理について 

 

総合管理計画では、 

「耐用年数満了の 10 年前をめどに、様々な観点から施設の必要性・適正規模・あり方等について

総合的に判断し、規模の縮小や廃止等も含めて、今後の方向性の検討」 

 

となっているものの、政策判断するためには、事前準備等が必要であるため、 

「耐用年数が残り 15 年未満の施設」について、方向性を整理していく必要がある。 

 

３．部局長への依頼事項について 

 

・計画策定に向けた事前準備として、各施設の方針整理（延床面積 30％縮減に向けた取組）が必要 

・特に、耐用年数が残り 15 年以内の施設については、令和 7年 7月の進行管理ヒアリングに向け

て、部内での方針整理を進めてほしい（ヒアリング結果は令和 7年 11 月の本会議で報告予定） 
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